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制
度
導
入
後
の
消
費
税
計
算

　

軽
減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

経
過
措
置
８
％
、
軽
減
税
率
８
％
、
標
準
税
率

10
％
の
税
率
が
売
り
上
げ
・
仕
入
れ
に
対
し
て

発
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
従

来
の
単
一
税
率
に
比
べ
、
集
計
す
る
手
間
や
帳
簿

へ
の
記
載
事
項
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
消
費
税
を
計
算
す
る
場
合
は
、
し
っ
か
り
と

帳
簿
を
整
理
し
た
上
で
、
各
税
率
で
の
売
り
上

げ
・
仕
入
れ
の
金
額
を
集
計
し
ま
す
。
そ
の
上

で
、
各
税
率
ご
と
の
売
上
総
額
お
よ
び
仕
入
総

額
を
算
出
し
、
売
上
税
額
か
ら
仕
入
税
額
を
控

除
す
る
こ
と
で
計
算
し
ま
す
。

　
簡
易
課
税
制
度
の
適
用

　
課
税
期
間
の
前
々
年
ま
た
は
前
々
事
業
年
度

の
課
税
売
上
高
が
５
０
０
０
万
円
以
下
、
か
つ

「
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出

書
」
を
事
前
に
提
出
し
て
い
る
事
業
者
の
み
、

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

で
す
。
本
制
度
は
、
仕
入
税
額
を
課
税
売
上
高

に
対
す
る
税
額
の
一
定
割
合
と
す
る
と
い
う
も

の
で
す
。
こ
の
一
定
割
合
を
み
な
し
仕
入
率
と

い
い
、
売
り
上
げ
を
卸
売
業
、
小
売
業
、
製
造

業
等
、
サ
ー
ビ
ス
業
等
、
不
動
産
業
お
よ
び
そ

の
他
の
事
業
の
６
つ
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

区
分
ご
と
の
み
な
し
仕
入
率
を
適
用
し
て
計
算

し
ま
す
。
各
業
種
の
仕
入
率
は
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
よ

り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

U
R
L
:https://w
w
w
.nta.go.jp/taxes/

shiraberu/taxansw
er/shohi/6509.

htm
　
な
お
、
２
０
１
９
年
10
月
１
日
を
含
む
課
税

期
間
（
同
日
前
の
取
引
は
除
く
）
か
ら
、
第
三

種
事
業
で
あ
る
農
業
、
林
業
、
漁
業
の
う
ち
、

軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
飲
食
品
の
譲
渡
を
行

う
事
業
は
第
二
種
事
業
と
さ
れ
、
み
な
し
仕
入

率
80
％
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

軽
減
税
率
制
度
導
入
に
よ
り

納
税
額
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

　
軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
飲
食
料
品
な

ど
を
商
品
と
し
て
扱
う
場
合
は
、
仕
入
れ
時
と
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消
費
税
率
引
き
上
げ
対
策

お
済
み

 
で
す
か
？第

8
回

販
売
時
の
税
率
が
異
な
る
場
合
が
想
定
さ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
消
費
者
か
ら
預
か
る
消
費
税

額
が
多
く
、
日
々
の
資
金
繰
り
に
は
余
裕
が
出

ま
す
が
、
従
前
に
比
べ
納
税
額
が
増
え
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
先
を
見
据
え
た
納
税
計
画

を
立
て
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

 

価
格
転
嫁
で
売
り
上
げ
・
利
益
を
確
保

　
消
費
税
率
引
き
上
げ
分
を
価
格
転
嫁
で
き
な

い
場
合
、
次
の
図
の
よ
う
に
税
込
み
の
売
上
額

は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
税
抜
き
の
売
上
額
が
減

少
す
る
の
で
、
自
社
の
売
り
上
げ
や
利
益
の
実

質
的
な
減
少
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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消
費
税
率
引
き
上
げ
・

軽
減
税
率
制
度
導
入
後
の
消
費
税
計
算

 

中
間
申
告
制
度
に
注
意

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る
納
税
額
の
増

加
の
影
響
で
、
直
前
の
課
税
期
間
の
確
定
消
費

税
額
が
48
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
中
間
申
告

義
務
が
複
数
回
発
生
し
ま
す
。

　
確
定
消
費
税
額
に
お
け
る
中
間
申
告
回
数
等

に
つ
い
て
は
、
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
よ
り
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

U
R
L
:https://w
w
w
.nta.go.jp/taxes/

shiraberu/taxansw
er/shohi/6609.

htm
　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
と
軽
減
税
率
制
度
導

入
に
伴
う
支
出
増
加
や
、
中
間
申
告
制
度
の
影

響
に
よ
り
、
通
常
よ
り
も
早
い
時
期
に
消
費
税

を
納
税
す
る
こ
と
で
資
金
繰
り
が
困
難
に
な
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
日
々
の
資
金
繰
り
を

円
滑
に
す
る
た
め
に
も
、
納
税
資
金
の
事
前
確

保
や
資
金
繰
り
表
の
作
成
、
利
益
確
保
の
た
め

の
価
格
転
嫁
対
策
な
ど
、
早
め
の
準
備
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

軽
減
税
率
対
策
補
助
金
な
ど
の

申
請
は
お
早
め
に
！

　
国
に
よ
る
軽
減
税
率
対
策
補
助
金
制
度
に

よ
る
レ
ジ
や
シ
ス
テ
ム
の
導
入
・
改
修
に
係

る
支
援
の
対
象
は
、
２
０
１
９
年
９
月
30
日

ま
で
に
支
払
い
が
完
了
し
て
い
る
も
の
が
条

件
と
な
り
ま
す
。

　
補
助
金
の
申
請
受
付
期
限
は
２
０
１
９
年

12
月
16
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
店
頭
で
使
用
し
て
い
る
レ
ジ
が
軽
減

税
率
に
対
応
可
能
か
、
ま
た
は
、
Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ

シ
ス
テ
ム
等
の
導
入
が
可
能
か
を
確
認
し
、
費

用
負
担
を
抑
え
ら
れ
る
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
導

入
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

価格転嫁をしなければ、税抜の売上額が337円減少。

売上額
（税込み） 20,000円

売上額
（税抜き） 18,519円

消費税額 1,481円

売上額
（税込み）

価格据え置き
20,000円

売上額
（税抜き） 18,182円

消費税額 1,818円

➡

消費税率8％の場合
消費税率引き上げ後も
販売価格を据え置いた場合

飲食店など8％で仕入れて10％で販売する事業者の場合

売価
1,080円

消費税
80円
本体価格
1,000円

消費税
200円

消費税
80円

売価
2,200円

消費税
200円

本体価格
2,000円

納税額
120円

仕入額は変らないが
納税額が1.5倍（※）になる

仕入8％ 販売10％飲食店 消費者食品卸売
事業者

※消費税率8％の場合、消費者から預る消費税額は160円。納税額は80円となる。


